
・地区医師会が２４時間対応

平日日中

土曜日中

夜間・休日

都が委託する在宅医療

のみを実施する医療機

関等にて対応

※都が委託する在宅医療のみを実施する医療機関等が対応する時間　　①月曜から金曜…１９時～翌朝６時　　②土曜…１８時～翌朝６時　　③日曜・祝日…６時～翌朝６時

各地区医師会における体制構築のイメージ

都医師会にて対応

（ビデオ通話ルームによる

多対多のオンライン・電話診療）

地区医師会にて対応

（在宅医療のみを実施する医療機関等と連携可）

都が委託する在宅医療のみを実施する医

療機関等にて対応

診療（電話・オンライン、往診）

地区医師会にて対応

（在宅医療のみを実施する医療機関等と連携可）

診療（電話・オンライン、往診） 診療（電話・オンライン、往診）

地区医師会にて対応

（在宅医療のみを実施する医療機関等と連携可）

診療（オンライン・電話）

パターン１ パターン２ パターン３

①各地区医師会は、パターン１や２のように、地域の実情に応じ、夜間・休日も含め体制整備に取り組む

②各地区医師会において、夜間・休日の体制確保が困難な場合、保健所及びフォローアップセンターは、都が確保する夜間・休日において全都的に対応可能な在宅

医療のみを実施する医療機関等（連携先：株式会社ファストドクター）を活用する

③在宅医療のみを実施する医療機関等との連携については、各地区医師会がそれぞれ独自に地域の医療機関等と連携可（複数の医療機関等との連携も可能）

連携する診療内容や曜日・時間帯等は、柔軟に対応可（例：往診のみ連携、土曜日午後と日曜祝日のみ連携）

④感染拡大時に他のパターンに切り替えることも可（例：平常時パターン３⇒感染拡大時パターン２）

⑤パターン４として、各地区医師会の協力を得て、オンライン・電話診療が可能な医師が参画し、都全域の自宅療養者を対象としたビデオ通話システム活用による

遠隔診療を実施（当面の間、平日１８時～２１時の時間帯に実施）

パターン４

・夜間・休日は、曜日等に応じて

都が委託する在宅医療のみを実施

する医療機関等で対応実施

・夜間・休日は、都が委託する在

宅医療のみを実施する医療機関等

で対応

・都医師会がオンライン診療シス

テムを活用し都内全域で対応


